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 当事業所はご利用者に対して指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護のサービス
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 重 要 事 項 説 明 書  （指定短期入所生活介護） 
 

 

 

１ 事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社 ウェルビー 

代 表 者 氏 名 菅谷 努 

本 社 所 在 地 茨城県守谷市立沢 ９５０－１ 

法人設立年月日 平成１６年３月１８日 

 

 

 

２ サービス提供を提供する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 お泊りサービス 花きりん 

事業所の種類 
 指定単独型短期入所生活介護事業所・平成１７年３月４日指定 

指定単独型介護予防短期入所生活介護・平成１８年４月１日指定 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
茨城県０８７２４００２９６号 

事 業 所 所 在 地 茨城県守谷市立沢 ９５０－１ ０２９７－２０－０７１１ 

事業所長 （管理者） 本田 敦 

通常の 

事業実施地域 
守谷市・つくばみらい市・常総市・取手市 

開設年月 平成１７年３月４日 

申し込み方法 担当ケアマネジャー 

営業日 年中無休 

利用定員  ３９人 

 

(2) 事業の目的及び運営方針 

事 業 目 的 

指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護は、介護保険法

令に従い、ご利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生

活を営むことができるように支援すること又は要介護状態とならない

で自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的と

して、短期入所生活介護サービス・介護予防短期入所生活介護サービス

を提供します。 

運 営 方 針 在宅介護の負担軽減の推進・個別介護 

 

 

 



(3) 事業所の職員体制 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行います。 

2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を

行います。 

3 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計

画を作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得

ます。 

4 利用者へ短期入所生活介護計画を交付します。 

5 短期入所生活介護の実施状況の把握及び短期入所生活介

護計画の変更を行います。 

1名以上 

医  師 1 利用者の健康管理や療養上の指導を行います。 必要数 

生活相談員 

1 利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営

むことができるよう、生活指導及び入浴、排せつ、食事等

の介護に関する相談及び援助などを行います。 

2 それぞれの利用者について、短期入所生活介護計画に従っ

たサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行いま

す。 

1名以上 

看護職員 

1 サービス提供の前後及び提供中の利用者の心身の状況等

の把握を行います。 

2 利用者の健康管理や静養のための必要な措置を行います。 

3 利用者の病状が急変した場合等に、医師の指示を受けて、

必要な看護を行います。 

1名以上 

介護職員 

1 短期入所生活介護計画に基づき、生活面での積極性を向上

させる観点から利用者の心身に応じた日常生活上の世話

を適切に行います。  

14名以上 

機能訓練 

指導員 

1 短期入所生活介護計画に基づき、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、機能訓練を行います。  

1名以上 

 

居室・設備の種類 室数 備考 

個   室 （洋室） ６室  

個   室 （和室） ４室  

４人部屋（洋室） ５室  

３人部屋（洋室） １室  

２人部屋（和室） ２室  

２人部屋（洋室） １室  

居室合計 １９室  

食堂 ５室  

機能訓練室 １室 ［主な設置機器］平行棒・階段昇降等 

浴室 ２室 一般浴槽４・機械浴槽 2 

脱衣室 ２室  

静養室 １室  

医務室 １室  

 



３ 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) サービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

短期入所生活介護計画の作成 

1 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービ

ス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状

況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的な

サービス内容を定めた短期入所生活介護計画を作成しま

す。 

2 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得ます。 

3 短期入所生活介護計画の内容について、利用者の同意を得

たときは、短期入所生活介護計画書を利用者に交付しま

す。 

4 それぞれの利用者について、短期入所生活介護計画に従っ

たサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行い

ます。  

利用者居宅への送迎 

事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所まで

の間の送迎を行います。 

ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困

難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあ

ります。 

食事 

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄

養状態に応じた栄養管理を行い、摂食・嚥下機能その他の利用

者の身体状況に配慮した適切な食事を提供します。 

介護計画に

基づいた日

常生活上の

世話 

食事の提供及び

介助 

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。 

また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。 

入浴の提供及び

介助 

１週間に 2回以上、事前に健康管理を行い、適切な方法で入浴

又は清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。 

排泄介助 
介助が必要な利用者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ誘導

や排泄の介助、おむつ交換を行います。 

更衣介助等 
介助が必要な利用者に対して、1日の生活の流れに沿って、離

床、着替え、整容、その他日常生活の介助を適切に行います。 

移動･移乗介助 
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介

助等を行います。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお

手伝い、服薬の確認を行います。 

機能訓練 

日常生活動作を

通じた機能訓練 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能

訓練を行います。 

レクリエーショ

ンを通じた機能

訓練 

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌

唱、体操などを通じた機能訓練を行います。 

その他 創作活動など 
利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場を

提供します。 

特別な 

サービス 

若年性認知症 

利用者受入 

若年性認知症（40歳から 64歳まで）の利用者を対象に、その

利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。 

 

(2) サービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について 

巻末 料金表を参照ください。 



 

４ 費用の請求及びお支払い方法について 

１ヶ月ごとに計算し請求しますので、以下の方法でお支払い下さい。 

（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金

額とします。） 

ア． ゆうちょ銀行（郵便局）による自動振替（毎月２５日引落し） 

（１） 口座振替手数料（１０円）はご利用者の負担となります。請求書に記載されません。 

（２） ご契約者によるサービス料金の支払いが、２ヶ月以上遅延し相当期間定めた催告にも

かかわらずお支払いがされなかった時、契約を解除させて頂く場合があります。 

（３） 引落し手続きにはお時間がかかる場合がございます。お手続き完了までは振込

みにてお支払い下さい。 

 

５ サービスの提供にあたって 

（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介

護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所

などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請

が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くと

も利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必要

な援助を行うものとします。 

（3） 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に基づ

き、利用者及び家族の意向を踏まえて、｢短期入所生活介護計画｣を作成します。なお、作

成した「短期入所生活介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、

ご確認いただくようお願いします 

（4） サービス提供は「短期入所生活介護計画｣に基づいて行ないます。なお、「短期入所生活介

護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更すること

ができます 

（5） 短期入所生活介護従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて

当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分

な配慮を行ないます。 

 

６ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

（1） 成年後見制度の利用を支援します。 

（2） 苦情解決体制を整備しています。 

（3） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

 

  



７ 身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそ

れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えら

れるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最

小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様

等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する

秘密の保持について 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保

護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律に

ついてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」とい

う。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及

びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏ら

しません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約

が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及

び従業者でなくなった後においても、その秘密を保

持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としま

す。  

② 個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を

用いません。また、利用者の家族の個人情報について

も、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会

議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が

含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含

む。）については、善良な管理者の注意をもって管理

し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するも

のとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに

応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情

報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞

なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で

訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料な

どが必要な場合は利用者の負担となります。)  



９ 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも

連絡します。 

 

10 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用

者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じま

す。 

また、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行います。 

 

11 心身の状況の把握 

短期入所生活介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会

議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

12 居宅介護支援事業者等との連携 

① 短期入所生活介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉

サービスの提供者と連携に努めます。 

② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「短期入所生活介護計

画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容

を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

13 サービス提供の記録 

① 指定短期入所生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の記録を行

うこととし、その記録はサービスを提供した日から 5年間保存します。 

②  利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求

することができます。 

 

14 非常災害対策 

（１）事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取

り組みを行います。 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

（２）非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体

制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

 

15 衛生管理等 

すべての従業者は、定期的に健康診断を行い、健康管理、清潔の保持に努めます。 

   また、事業所の設備及び備品などを清潔にし、衛生管理に留意します。 

   事業所において感染症の発生と蔓延防止に努めます。 



 

16 介護サービス情報の公表介護サービス情報の公表 

介護保険は「利用者本位」「高齢者の自立支援」｢利用者による選択（自己決定）｣を基本理

念としております。介護サービス情報の公表は、こうした介護保険の基本理念を現実のサー

ビス利用場面において実現することを支援するしくみです。 

 

（１）地域にあるすべての事業所について、同じ項目を比較・検討できます。 

（２）家族をはじめ、介護支援専門員や介護相談員等と同じ情報を共有でき、サービス利用

のおける相談がしやすくなります。 

（３）事業所が公表している情報と、実際のサービス利用場面で行なわれる事実比較できる

ので、 利用しているサービスの状況がいつでも確認できます。 

（４）中立性・公平性、調査の均質性を確保するため、都道府県（またはその指定機関等）

が実施主体となります。 

 情報公表アクセス先   http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 

 

 

17 サービス提供に関する相談、苦情について 

名称 連絡先等 

事業所窓口 

お泊りサービス花きりん 

苦情受付担当者 

本田 敦  

受付時間 9：00～17：00 

月曜日～金曜日 

守谷市役所 

保健福祉部介護福祉課 

所 在 地 ： 

電 話 番 号 ： 

受 付 時 間 ： 

守谷市大柏 950-1 

0297-45-1111 

平日（祝日を除く）8:30～17:00 

つくばみらい市役所 

介護福祉課介護保険係 

所 在 地 ： 

電 話 番 号 ： 

受 付 時 間 ： 

つくばみらい市福田 195 

0297-58-2111（内線）1170～1174 

8:30～17:15（祝祭日除く） 

常総市役所高齢福祉課 

介護保険室 

所 在 地 ： 

電 話 番 号 ： 

受 付 時 間 ： 

常総市水海道諏訪町 3222-3 

0297-23-2111（内線）4230、4231 

8:30～17:15（祝祭日除く） 

取手市役所高齢福祉課 所 在 地 ： 

電 話 番 号 ： 

受 付 時 間 ： 

取手市寺田 5139 

0297-74-2141（内線)1324～1328 

8:30～17:15（祝祭日除く） 

茨城県国民健康保険団体連合会 所 在 地 ： 

電 話 番 号 ： 

水戸市笠原町 987-26 

029-301-1565 

茨城県社会福祉協議会 所 在 地 ： 

電 話 番 号 ： 

水戸市千波町 1918 

029-241-1133 

茨城県長寿福祉推進課 所 在 地 ： 

電 話 番 号 ： 

水戸市笠原町 978-6茨城県庁 

029-301-3313 

 

  

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/


※ 料金表 （令和）1年 10月改定） 

【（介護予防）短期入所生活介護費】 

利用者の 

要介護度 

短期入所生活介護費（１日あたり） 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金（円） 

（＝基本利用料の１割）※（注２）参照 

単位数 1割 2割 3割 

要支援１ 466 492 983 1474 

要支援２ 579 610 1221 1832 

要介護１ 627 661 1322 1984 

要介護２ 695 733 1466 2199 

要介護３ 765 807 1614 2421 

要介護４ 833 878 1757 2636 

要介護５ 900 949 1899 2848 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、

これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を

書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合

は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

（２）基準介護外のサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

 

【滞在費・食費の負担段階表】 

「介護保険負担限度額認定証」の提示が必要です。提示がされない場合には、対象外となりますの

でご了承ください。 

世帯全員が、市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けている方の場

合は、施設利用の滞在費・食費の負担が軽減されます。 

区分 対象者 

利用者負担第１段階 
生活保護受給者 

老齢福祉年金受給者 
世帯全員が

市町村民税

非課税者 

利用者負担第２段階 課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方 

利用者負担第３段階 
利用者負担第２段階以外の方（課税年金収入額と合計所得

金額の合計が８０万円を超え２６６万円未満の方など） 

利用者負担第４段階 上記以外の方 

※ 負担限度額認定要件については平成２７年８月から次の資産要件が追加されています。 

① 配偶者も市町村民税非課税である（世帯分離した場合も含む） 

②  預貯金等が単身で 1,000万、夫婦で 2,000万以下であること 

上記の要件に当てはまらない場合は、利用者負担第４段階となります。 

 

 



食費（１日あたり） 

ご利用者に提供する食事の材料及び調理にかかる費用。 

利用者負担第１段階 利用者負担第２段階 利用者負担第３段階 利用者負担第４段階 

３００円 ３９０円 ６５０円 １，８５０円 

※利用者負担第４段階のご利用者に限り、１日１食のみ召し上がった時には、７５０円の負担とな

ります。（１日２食以上召し上がった際は、１，８５０円） 

 

滞在費（１日あたり） 

ご利用者の居住関係に応じた室料及び光熱水費等に係る費用。 

 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

多床室 ０円 ３７０円 ３７０円 １，７００円 

個室（本館） 
３２０円 ４２０円 ８２０円 

２，０００円 

個室（別館） ２，５５０円 

 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 
利用者負担金 

（１割負担の場合） 

機能訓練体制加算 
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の

理学療法士等を配置した場合（１日につき） 
  １２６円  １３円  

個別機能訓練加算 
当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１日につき） 
５９０円 ５９円 

看護体制加算Ⅰ 当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１日につき） 

※それぞれの要件を満たした場合、加算Ⅰと加算Ⅱを 

それぞれ算定できる。 

  ４２円  ５円  

看護体制加算Ⅱ   ８４円  ９円  

医療連携強化加算 
当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１日につき） 
６１１円 ６２円 

夜勤職員配置加算Ⅰ 
最低基準を１以上上回る数の夜勤職員が配置

されている場合（１日につき） 

  １３７円  １４円  

夜勤職員配置加算Ⅱ １８９円 １９円 

認知症行動・心理 

症状緊急対応加算 

認知症の行動・心理症状が認められ、緊急に短

期入所生活介護が必要と医師が判断した利用

者へサービス提供した場合（7日を限度として

１日につき） 

２，１１０円  ２１１円  

若年性認知症 

利用者受入加算 

若年性認知症利用者へサービス提供した場合 

（１日につき） 
１,２６６円  １２７円  

送迎加算 送迎を行った場合（片道につき） １,９４１円  １９５円  

療養食加算 
要件を満たした上で療養食を提供した場合 

（１日につき） 
  ２４２円  ２５円  

緊急短期入所 

受入加算 

要件を満たした上で緊急の受入を行った場合 

（7日を限度として１日につき） 
  ９４９円  ９５円  



在宅中重度者受入加算 

（看護体制Ⅰ有） 

居宅において訪問看護の提供を受けていた利

用者が、利用していた訪問看護事業所から派遣

された看護職員により健康上の管理等を受け

た場合（１日につき） 

４,４４１円  ４４５円  

（看護体制Ⅱ有） ４,３９９円  ４４０円  

（看護体制Ⅰ・Ⅱ有） ４,３５７円  ４３６円  

（看護体制Ⅰ・Ⅱ無） ４,４８３円  ４４９円  

サービス提供体制 

強化加算Ⅰイ 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１日につき） 

※加算Ⅰ～Ⅲのいずれか１つを算定する。 

   １８９円  １９円  

サービス提供体制 

強化加算Ⅰロ 
    １２６円  １３円  

サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 
    ６３円  ７円  

サービス提供体制 

強化加算Ⅲ 
６３円 ７円 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 
当該加算の算定要件を満たす場合※（注３） 

※加算Ⅰ～Ⅴのいずれか１つを算定する。 

所定単位数による

額に加算率（注4）

を乗じた額 

左記額の１割 

特定処遇改善加算Ⅰ 
当該加算の算定要件を満たす場合※（注３） 

※加算Ⅰ～Ⅴのいずれか１つを算定する。 

所定単位数による

額に加算率（注5）

を乗じた額 

左記額の１割 

特定処遇改善加算Ⅱ 

（注３）当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

（注４）加算Ⅰは所定単位数の 83/1000、加算Ⅱは所定単位数の 60/1000、加算Ⅲは 33/1000、加算

ⅣはⅢの９０％、加算Ⅴは加算Ⅲの８０％となります。 

（注５）加算Ⅰは所定単位数の 27/1000、加算Ⅱは所定単位数の 23/1000となります。 

 

その他の費用について 

送迎費 
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、送迎に

要する費用の実費を請求いたします。  

50円／㎞ 

キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセル料を請求させていただ

きます。 ※但しご利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限り

ではありません。 

前日までにご連絡があった場合 不要 

前日までにご連絡がなかった場合（一部負担金＋食事費が基準） 1,500円 

連絡帳 連絡帳 200円 

おやつ代 おやつ代 200円 

テレビレンタル 個室について テレビの貸し出し 200円／日 

特別な食事 季節の行事に合わせた特別な食事の提供。  実費負担 

洗濯代 枚数にかかわらず持ち込まれた衣類等の洗濯を行った場合。 400円／回 

衣類の貸出し 

入浴回数で数えます。衣服の種類や枚数は回数に関係しませ

ん。紛失破損防止のため、自己管理可能な方以外は、衣類の

お持ち込みを原則的にご遠慮いただいています。 

400円／回 

行事参加費 季節の行事を企画し、必要な費用の実費。  実費 

手芸・クラブ活動・

教材費 

ご利用者の希望により、手工芸 クラブ活動等に参加してい

ただく事ができます。 
実費 

理髪代 理髪店出張による理髪サービス  実費 



日常生活用品 

日常生活用品は、持ち込んでいただいて結構です。希望により提供した場合、

次の通り費用をご負担いただきます。 

オムツ代は、介護費用に含まれているためご負担はありません。 

髭剃り 消耗品 50円／回 

口腔ケア用品代（歯ブラシ歯磨き粉のセット） 200円／回 

複写物の交付 
サービス提供についての記録を閲覧することが出来ますが、

複写物を必要とする場合の 
20円／枚 

貴重品の管理 
別途契約が必要となります。 

貴重品のお持ち込みは、原則持ち込みをご遠慮いただいています。 

文書発行・手続き手

数料 

法令上、義務化されているもの以外の各種文書発行、各種行

政手続等代行手数料、領収証の再発行 
1,000円／件 

修繕費 施設備品・リース寝具等の破損に係る修繕、弁償費用。 実費 

電気製品持ち込み料 電化製品 1品につき ※テレビ含めない 100円 

 

 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 

当事業所は、利用者に対するサービス提供開始にあたり、サービス内容及び重要事項説明書

に基づいて説明を行いました。 

 

事 業 所 名 お泊りサービス花きりん 

説 明 者 氏 名           印 

 

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 

住 所 
 

氏 名 印 

 

代理人 

住 所 
 

氏 名 印 

 

 

 

 

※この重要事項説明書は、厚生労働省令に基づき利用申込者またはその家族への 

重要事項説明のために作成したものです。 



 

個人情報の使用承諾書 
 

 

 

 私が 株式会社ウェルビー守谷在宅介護センター「花きりん」（以下「花きりん」とい

う。）を利用するにあたり、下記に該当する私自身の個人情報について、花きりんの事

業活動として正しく使用される場合に限り、以下の内容を目的に使用することを承諾

します。 

 

 

  個人情報の使用目的 

１． 利用者本人の体調管理に必要な医療情報等 

２． 利用者本人の介護又は、介護予防に必要な情報等 

３． 利用者本人の日常生活支援に必要な情報等 

４． 施設内外で撮影された写真の施設内掲示や関係者への配布 

５． 日常活動等の中で作成した作品の展示 

６． 利用案内や行事案内の為の氏名、生年月日等の掲示 

７． ホームページ、施設広報誌等への写真、氏名等の掲載 

（個人が特定されないよう、写真の加工などの配慮を行っています。） 

８． 医療機関やサービスの連携に必要な家族及び関係者の情報等 

９． その他、行方不明時の捜索活動及び事業活動に必要と判断できる 

最小限の情報等 

 

株式会社ウェルビー  代表取締役 菅谷 努 殿 

 

 

 

   年   月   日 

 

利用者 

（契約者） 

住 所  

氏 名 印 

 

代理人 

住 所  

氏 名 （続柄）     印 

 

 


